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まえがき

この規格は，工業標準化法第12条第1項の規定に基づき，社団法人日本ファインセラミックス協会(JFCA)

／財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日

本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。

JIS R 1657：2003 には，次に示す附属書がある。

附属書 1（規定）装置コンプライアンスの求め方（単繊維の引張特性試験の場合）

附属書 2（規定）装置コンプライアンスの求め方（樹脂含浸ストランドの引張特性試験の場合）

附属書 3（参考）7.4.1（単繊維の直径及び断面積の測定）における C 法の試験片作製方法の例
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業規格　　　 JIS
R 1657：2003

長繊維強化セラミックス複合材料の

強化材特性試験方法

Testing methods of continuous ceramic fibers for continuous fiber-reinforced
ceramic matrix composites

1. 適用範囲　この規格は，長繊維強化セラミックス複合材料の強化材として用いられるセラミックス長

繊維(1) の特性試験方法について規定する。

注(1) ここでいうセラミックス長繊維とは，連続長繊維状の無機材料で，炭素繊維（JIS R 7601）及び

ガラス繊維（JIS R 3420）以外のものをいう。例えば，炭化ケイ素系繊維，アルミナ系繊維など

がある。

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 7100 プラスチック－状態調節及び試験のための標準雰囲気

JIS L 0204-3 繊維用語（原料部門）－第 3 部 天然繊維及び化学繊維を除く原料部門

JIS L 0205 繊維用語（糸部門）

JIS L 0208 繊維用語－試験部門

JIS R 3420 ガラス繊維一般試験方法

JIS R 7601 炭素繊維試験方法

JIS R 7603 炭素繊維－密度の試験方法

JIS R 7604 炭素繊維－サイジング剤付着率の試験方法 　

JIS Z 8401 数値の丸め方

JIS Z 8703 試験場所の標準状態

3. 定義　この規格で用いる主な用語の定義は，JIS L 0204-3，JIS L 0205 及び JIS L 0208 によるほか，次

による。

a) フィラメント　連続長繊維をいう。

b) ストランド　多数のフィラメントから構成される糸束。ヤーンともいう。

c) 単繊維　ストランドから取り出した１本のフィラメント。

d) 線密度（linear density） テックス方式によって表したヤーンの 1 000 m 当たりの質量（g/1 000 m）。繊

度（tex）と同じ意味である。

e) 水分率　任意の状態におけるセラミックス繊維に含まれる水の，絶乾質量 (2) (g) 当たりの割合。

注(2) g) 絶乾状態を参照。

f) 水分平衡　予備乾燥 40±5 ℃を 1 時間行った後，試料を標準状態で恒量 h) とした状態。このときの


